
令和元年 8月28日

一般社団法人日本医療法人協会御中

内閣府規制改革推進室

「規制改革ホットライン」の御案内
，....， 365目、常時提案を受け付けております~

時下、益々御清祥のこととお慶び申し上げます。

内閣府規制改革推進室では、環境や技術変化に対応した規制改革をスピーディかつ着実

に進めるため、平成 25年3月 22日に「規制改革ホットラインJを設置し、広く国民や企業

および団体等から、日時の制約なく常時提案を受け付けております。

日常生活や仕事において不便を感じている、あるいは改善を図るべきと思える国の制度

がございましたら、ぜひ具体的な改革提案をお寄せ下さい。

提案の提出方法につきましては、内閣府のホームページの「受付フォームJから御提出い

ただくほか、電子媒体 (CD-R等)を郵送での御提出も可能です(添付rw規制改革ホット

ライン』提出方法Jを御参照願います。)。

「規制改革ホットライン」は、皆様より多くの御提案をいただくことを目的として、例年 l

'"'-'2回、集中受付キャンペーンを実施して参りました。しかし団体ごとに改革提案をまとめ

られる時期も異なることから、今年は集中受付の期間を設けず、常時提案を受け付けている

ことを改めて周知させていただきます。

《内閣府ホームページURL~

ht tps:/ /form. cao. go. jp/kokumin_koe/opinion-0009. html 

【受付期間] 常時

【添付資料] ・『規制改革ホットライン』提出方法

-く記載例〉規制改革に関する提案(HPl
.く様式〉規制改革に関する提案

<問い合わせ先:規制改革ホットライン担当>

電話:03-5253-2111 (内線 32461文は 32464)
月曜日~金曜日 9時 30分'"'-'18時 15分

※電話による提案の受付は行っておりません。



『規制改革ホットライン』提出方法

1.ホームページの「受付フォーム」から御提出いただく場合

以下の「受付フォーム」から提出して下さい。

なお、記載にあたっては、記載例を参照して下さい。

【提案書】受付フォーム

https://form. cao. go. jp/kokumin koe/opinion-0009. html 

【記載例】別添「く記載例〉規制改革に関する提案 (HP)Jを参照

2. 電子媒体 (CD-R等)を郵送で御提出いただく場合

所定の様式に記載したものを提出して下さい(返却はいたしません。)。

様式(データ)が必要な場合は、お問い合わせください。

送付される際は、封筒に「規制改革ホットライン提案在中」と明記して

下さい。

<送付先>

干100-8914 東京都千代田区永田町ト6-1中央合同庁舎第 8号館

内閣府規制改革推進室宛

3.上記2つの方法によって御提出していただくことが困難な場合

規制改革推進室ホットライン班へご相談下さい。

<規制改革ホットライン担当>

電話:0 3 -5 2 5 3 -2 1 1 1 

(内線 3246 1又は 32464)

月曜日~金曜日 9 時 30 分~ 1 8時 15分



l <記載例>規制改革に関する提案附 | 
え兎帯'JeI速道日経主隼重宝 l 

(御記入に当たっての注意事項)

複数の提案を行う場合は、お手数ですが、 1つの提案ごとに御記入の上、複数
回に分けて御提出下さい。

l国 策轡へ白メ引セ一歩

内閣府現制由革推進軍では、国の蝿制改革に聞する鼻障的な提量在轟蝿しています.

ごま足掘は以下の雲監何フ片 -b，より、いつでも置付付けております.

『出品調j と伺した欄については、 必ず柵記入の上、同書植血ポヲシ在ヴリvヴして下書い E記入時れがあると滋惜されません. ).  
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提 寓の処理状況等については‘ 下 記 まで担問い合わせ下吉い.

【問合せタEl 親申)，宜革躍進室 03-5253-2 ~ 11同組32461..Rは32464

l規制改革 に 隠 する揖露

l必要事項を記入後、[内容確 認画箇へ齢 、]ボタンをクM してください.

圃 文字fりすを防ぐため、半角力引力ナ、丸数字に特殊文字は使用しないで ください.

使用された場合、 一 部特殊 文 字 は 規 制1<=従い、自動的に置曹換えで受信を行います.
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0提案内容を端的に示す事項名(タイトル)を記入して下さい(50字以内)。

0提案内容を、できるだけ具体的に記入して下さい(300字以内)。

-現状の規制胴制度の問題点、改善の必要性・根拠をできるだけ具体的に記入して下さい(必ずしも法令上
の問題でなくとも、規制的な運用に問題がある場合も含みます。)。

C或是震の.体的内容

(300字以内、で宮吾たt:t.体 的 に梱 le入

下 古い.) 

0提案理由をできるだけ具体的に、また、可能な限り、提案が実現した場合に想定される経済的文は社会
的な効果(消費や投資の促進、コストの削減、許認可等取得期間の短縮等)についても記載してください
(700字以内)。
-提案が法令上の問題である場合には、根拠となる法令等による規制の撤廃を求める提案であるのか、数

量等の規制の緩和を求める提案であるのか(数量等については、どこまで緩和する必要があるのか)を
記入いただくと、提案の内容がより具体的になります。

-単に規制・制度を廃止するというだけではなく、 どのような規制・制度に変えればよいのか等を記述する
とより効果的です。
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〈個人また肱会社・回体〉

会社名・団体名を御記入下乱、
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O;!~量や政令 。省令 。左記以舛の制度

0信人 。会社・団体

I 怒り文字数印

。公表 。非公義 。個人(非公妄)

[-- 残り文字数日

r--- 怒り文字数伺

r- 怒り文字数60

。不明

|残り文字数150

亡二〉

亡二〉

亡二〉

己二〉

規制等の根拠となっているものを選択して下さい。不明の場合は「不明」を選択して下さい。

規制等の根拠、又は改正すべきであると考える法令等の名称及び該当条項等を記入して下さい。

団体・法人による提案の場合には、団体名・法人名を記入して下さい。

個人での提案の場合l玄、「個人」と記入して下さい。

提案主体名の『公表Jr非公表Jの別を選択して下さい。提案内容は公表が前提です。

※ 個人からの提案は、「提案主体名」欄に「個人』と記載されるのみで、氏名は公表されません。

複数の主体による共同提案である場合は、主な連絡担当となる方を記入して下さい。

提案内容の詳細について当室から連絡・確認させていただくことがありますので、御協力をお願いします。



<様式>規制改革に関する提案

提案事項名(告イトル)I 
(50字以内、必須) I 

提案の具体的肉容
(300字以内、必須)

提案理由
(7∞字以内、必須)

規制の
根拠

具体的な
根拠法令等
(おわかりで
あれば)

提案主体名
(会社名・
団体名)
(必須)

会社名・
団体名の

公開の可否
(必須)

提 案 者
※非公開情報

連 絡 先
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毘'臨時の留意事項

0提案理由をできるだけ具体的に、また、可能な限り、提案が実現した場合に想定される 1 :lB ~I_ lT'\iS illn L.. I I r..H+. :+_ I 1-¥.. Z I提案主体名の
O提案内容色できるだけ具体的に犯人して下さい(3岬以|経済的又は社会的な効果(消費や投資の促進、コストの削減、開可等取得期間の短縮|均等の楓拠と| 、 |団体法人によるI!公表川公

O提案内容を端的に示|肉)。 |等) についても毘載してください(7∞字以内)~ .. -...，. "''''n'J_~ OIIKoO"'J ""T"1A I~7Vl I"'IV" IUi.~'Iti Iを、訪 533メ|製Z2製き lF222.l主人|表Jの別をプル

芳熱烈誌社現状の規制制度の問題点、改善の必要性・根拠をできるだ|・提案が法令上の問題である場合には、根拠となる法令等による榊lの慨を求める鑓 I~誌?選択し I~総需品去|好記入間さ|お誌も一
肉)0....，-C"'" ¥ <JU，-'..... 11叩け暗す規具体的吋入し巾い(必ず札凶も怯j法去令牡上の棚問題駅でω 、|号鴎号怒稿語諮耕詰諮鶴3努織2怨2儲議摂税2努想燃?惣2翻較摂!昨惚ち智惣翠致〈t汗管官J蒜説2凝絡A緯総g叡叡鋭22払込3況L宅涜鳴貴鷲臨ま紘綜品院協2芯2釘品J為為釘r?子円ζ司吋ま可|不明の場合は、 |防陥骸髄当条項購等を州記引|個人川で切の提鯨駒案駒の I~円下時さ仇

l規制的な討に問題がある場合も含みます。)。 |単I::m制制度を廃止するという戸けではなく、どのような規制制度に変えればよいの I~不明」を選択し|入して下さい。 I場合 1;I: ， r個人比|霊祭様号公
か等主犯述するとより効果的です'-'/.....0.'.，.，.. ...."'...a--....OoI'，1LIJI.， rP'HX  ， '-jlIt./¥..'1 ".o-O--V 'V， Iて下さい。 記入して下さい。|す。

復数の主体による共同提案であ
る場合は、主な連絡担当となる
方を記入して下さい。
提案内容の詳細について、当室
から連絡・確認させていただくこ
とがありますので、御協力をお願
いします。




